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○議事日程 

 日程 １  会議録署名議員の指名 

 日程 ２  会期の決定 

 日程 ３  管理者諸報告 

 日程 ４  例月出納検査結果の報告  
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  長 岡 京 市     白 石 多津子 議員 

  向 日 市     常 盤 ゆかり 議員 
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（開会 午前１０時０４分） 

○前川 光議長 おはようございます。  

  ただいまの出席議員数は９人であります。 

  ただいまから、平成３０年乙訓福祉施設事務組合議会第３回定例会を開会いたし

ます。 

  これより日程に入ります。 

  日程１、会議録署名議員の指名を行います。  

  会議録署名議員は、会議規則第７５条の規定によりまして、向日市の常盤ゆかり

議員、長岡京市の白石多津子議員を指名いたします。 

○前川 光議長 日程２、会期の決定を議題とします。  

  お諮りします。 

  今、定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり）  

  ご異議なしと認め、会期は本日１日限りといたします。  

○前川 光議長 日程３、管理者諸報告であります。  

  安田管理者。 

○安田 守管理者 おはようございます。 

  本日ここに、平成３０年乙訓福祉施設事務組合議会第３回定例会を招集させてい

ただきましたところ、議員各位には、ご出席いただきましてありがとうございます。  

  それでは、第２回定例会以降の報告をさせていただきます。  

  最初に、総務関係でございます。  

  本年度第１回目の組合運営協議会全体会を８月８日に開催し、平成２９年度の組

合決算及び業務内容についての報告をさせていただき、構成市町福祉担当委員と意

見交換を行いました。今後も組合の円滑な運営と課題解決に向けて、より一層議論

を深めてまいりたいと思います。  

  次に、若竹苑の関係でございます。  

  現在の利用者数は、就労継続支援２９名、生活介護６名、合わせて３５名となっ

ております。市町別利用者数は、向日市７名、長岡京市２４名、大山崎町４名とな

っており、京都市はゼロとなりました。  

  また、地域活動支援センター事業の登録者数は、２０名で、日中一時支援事業の

登録者数は、５７名でございます。  



 

―5― 

 

  行事関係では、８月に全事業合同の夏祭りを行いました。  

  次に、介護障害審査課の関係でございます。  

  まず、介護認定審査会の本年４月から８月までの審査状況でございます。お手元

にお配りさせていただいております資料の１ページ目に、その概要を記載しており

ますとおり、合議体を９５回開催し、２,３０３件の二次判定を行いました。  

  次に、障害支援区分認定審査会の審査状況でございます。  

  資料の２ページに記載いたしておりますとおり、合議体を１０回開催し、

１５４件の二次判定を行いました。 

  次に、障がい者相談支援課の関係でございます。  

  ７月に基幹相談支援センター主催で、主に乙訓圏域の相談支援専門員の方々を対

象とした、成年後見制度に関する研修会を実施いたしました。  

  最後にポニーの学校の関係でございます。  

  ７月からの児童発達支援利用児につきましては、向日市３４名、長岡京市５１名、

大山崎町１３名、合計９８名で、相談支援の契約者につきましては、向日市９２名、

長岡京市１１１名、大山崎町３１名、合計２３４名となっております。  

  行事等につきましては、７月に前期家族懇談会を実施いたしました。 

  報告は、以上でございます。  

○前川 光議長 以上で管理者諸報告を終わります。  

  日程４、例月出納検査結果の報告であります。  

  監査委員の報告を求めます。 

  岩﨑監査委員。 

○岩﨑英樹監査委員 それでは、私からご報告申し上げます。  

  地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づく例月出納検査を、平成３０年

６月２８日、７月２６日及び８月２１日に実施いたしましたので、同法第２３５条

の２第３項の規定に基づきまして、その結果を報告いたします。 

  検査の方法及び結果につきましては、お手元にお配りいたしました報告書のとお

りでございます。 

  以上で、例月出納検査結果の報告を終わります。 

○前川 光議長 以上で例月出納検査結果の報告を終わります。  

  次に、日程５、第５号議案 平成２９年度乙訓福祉施設事務組合一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 



 

―6― 

 

  安田管理者。 

○安田 守管理者 ただいま議題となりました第５号議案 平成２９年度乙訓福祉施

設事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について、をご審議いただくに当たり、そ

の概要につきましてご説明申し上げます。 

  平成２９年度一般会計歳入歳出決算は、歳入４億３ ,４０９万３,９１８円、歳出

４億２,６２２万７,７４７円で、歳入歳出差引残額は７８６万６ ,１７１円でござ

います。 

  前年度の決算額と比較しますと、歳入が１ ,０７３万７,２２９円、率で２.５％

の増となり、歳出は１,６２７万４,７６４円、率で４.０％の増となりました。  

  歳入につきましては、市町分担金の増額が主な要因となっております。一方歳出

につきましては、人件費の増額が主なものでございます。これは平成２９年度の人

事院勧告に基づく給与改定等の実施や、業務増に伴う職員２名の増員によるもので

あります。 

  なお、詳細につきましては、事務局長より説明いたしますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。  

○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 それでは、引き続きまして、平成２９年度決算について、主だ

ったものの内容、また前年度との対比を中心に説明させていただきます。  

  まず、最初に歳入でございます。決算書の５ページをお開き願います。  

  款１分担金及び負担金、項１分担金は３億８０５万６,０００円で、前年度比で

２,７１１万５,０００円の増額となっております。 

  これは、２８年度におきまして市町分担金を、年度途中で１,６８０万円減額す

る補正を行った関係で、結果として２９年度の決算との比較では、予定よりも増額

になったものでございます。 

  次に、項２負担金で９,９７２万５,９３４円、前年度比で２６５万１,５３５円

の減額でございます。 

  これは主に若竹苑とポニーの施設運営に伴う支援費収入でございます。減額とな

りましたのは、主に若竹苑の利用者数が一部の事業で減少したことに伴うものでご

ざいます。 

  次に７ページをお開きください。 

  款２国庫支出金は収入がゼロ、前年度比で６２４万６,０００円の減額、また、

款３府支出金で４００万円、前年度比で４１２万３,０００円の減額となっており
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ます。 

  この２つは、いずれも障がい者虐待防止センターの運営に対する、国と府の補助

金でございます。ただし、この減額となった分につきましては、補助金制度の変更

によりまして、従来、本組合に入っていたものが、２９年度からは乙訓二市一町に

入金されております。 

  次に、款４財産収入、項２財産売払収入で６９０万３ ,３１６円、前年度比で

６２万５,７３５円の減額となっております。これは若竹苑の授産事業の売上金で

ございます。 

  次に、款５繰越金で１,３４０万３,７０６円、前年度比で２９４万１５０円の減

額となっております。これは前年度からの繰越金でございます。  

  最後に、款６諸収入で２００万４,９４２円。前年度比で２０万８,６５１円の増

額となっております。歳入については以上でございます。 

  続きまして、歳出についてご説明させていただきます。１１ページからお願いい

たします。 

  最初に、款１の議会費でございます。議会費の決算額は１３７万９,５２３円、

前年度比で４８万８,０５７円の減額となっております。 

  これは、前年度の議員視察研修は宿泊でありましたが、平成２９年度につきまし

ては日帰りという形で、この分の旅費等が減額になったという形でございます。  

  続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費でございますが、決

算額は６,９６８万３,５６２円で、前年度比で８４８万３,９６９円の増額となっ

ております。 

  これは主に職員の増員等によります人件費の増額が３１５万円。また、物件費で

は、旧ポニーの学校の跡地の関連費用、人事評価制度運用業務委託料、及び地方公

会計制度の導入に伴う関連経費などで、合わせて５３３万円が増額となっておりま

す。 

  なお、基金の積立状況につきましては、決算書の最終３０ページに記載しており

ますので、ご確認いただきたいと思います。 

  続いて１５ページをお開き願います。款３民生費、項１社会福祉費、目１若竹苑

管理費でございます。決算額は１億３,２７７万７,２３９円で、前年度比で８８万

２,２３３円の増額となっております。  

  その主な理由は、人事異動等に伴い人件費が４８５万円の増額になったことによ

るものでございます。一方で、前年度に比べて修繕工事等が少なかった影響で、物
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件費については３９０万円減額となっており、相殺した形で８８万２ ,２３３円の

増額となっております。 

  次に、目２若竹苑授産事業費でございます。決算額は６９０万２ ,００９円で、

前年度比で６２万５,０５３円の減額となっております。これは授産事業の収入が

減収となったことにより、利用者さんへの作業工賃が減額になったものでございま

す。 

  続きまして、目３介護保険認定事業費は、決算額８ ,１７０万９,８９５円で、前

年度比で５２３万６,２３３円の増額となっております。その主な理由といたしま

しては、人事異動等により職員人件費が１６４万円増額となっております。 

  また、要介護認定の申請件数の増加に伴いかかりつけ医意見書作成件数が、前年

度に比べて３９６件増え、その関係で、節８報償費の意見書作成謝礼が１７９万円

増額となっております。 

  また、節１３委託料及び節１４使用料及び賃借料につきましては、いずれも要介

護認定制度の改正等に伴いますシステム改修の関係及びリースの更新の関係による

増額でございます。 

  続いて、１９、２０ページ以降をご覧ください。目４障害支援区分認定事業費で

ございます。決算額１ ,５３４万６ ,９２５円でございます。前年度比で４１万

４,３１６円の増額でございます。これは人事異動等によります職員人件費の増額

が主な理由でございます。  

  次に、目５障害者相談支援ネットワーク事業費でございます。決算額４９０万

５,１５８円で、前年度比で１２万８,７９２円の減額となっておりますが、内容的

には前年度と大差はございません。 

  続きまして、２１ページの目６障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業費

でございます。決算額２,６５７万７８５円、前年度比で１０６万８７０円の増額

となっております。これは主にアルバイト賃金の増額によるものでございます。そ

の他の物件費等につきましては、前年度と大差はございません。  

  次に、２３ページで、項２児童福祉費、目１ポニーの学校管理費でございます。

決算額は８,６７５万３,６３１円、前年度比で１４４万４,０４７円の増額となっ

ております。 

  その主な要因は、職員人件費の増額によるものでございますが、一方、物件費で

は、節１３委託料につきまして、前年度比で９５万８,９２０円の減額となってお

ります。これは当初計画しておりました作業療法士派遣委託が、派遣元の都合によ
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りまして取りやめたことが主な要因でございます。その他の項目につきましては前

年度と大差はございません。  

  以上をもちまして、平成２９年度決算の概要の説明とさせていただきます。  

  なお、各事業の実施概要につきましては、お配りしております事務報告に記載し

ておりますので、そちらもご覧おきいただきたいと思います。 

  それでは、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○前川 光議長 次に、決算審査結果の報告を求めます。 

  岩﨑監査委員。 

○岩﨑英樹監査委員 それでは、ご報告申し上げます。  

  地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付されました、平成２９年度乙

訓福祉施設事務組合一般会計歳入歳出決算につきまして、平成３０年７月２６日に

審査を実施いたしました。  

  審査の方法及びその結果につきましては、同条第３項の規定により、お手元にお

配りしております審査意見書に記載のとおりでありますので、ご報告申し上げます。 

  以上で、決算審査結果の報告を終わります。  

○前川 光議長 それでは、これより質疑に入ります。  

  住田議員。 

○住田初恵議員 歳入のところで、国庫支出金が、障がい者虐待防止センターの運営

に関する制度が変わって、二市一町に入るようになりましたということをお聞きし

たんですけれども、そこからまた乙福の方に、それは回ってくるということなんで

すか。 

○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 まず、２９年度につきましては、二市一町の方にそのまま入る

という形で、特にそれがさらに再経由して乙福の方に回るということはございませ

ん。 

  ３０年度予算につきましては、もう最初から二市一町の方に回るという前提で、

分担金を組ませていただいております。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 わかりました。歳出のところで、職員さん２名を増員されたという

ことなんですけれども、この職員さんは、常勤１名と嘱託２名だったけど、もとも

と若竹苑１名が欠員だったので、結局２名増になると伺いましたけども、常勤の職

員さんはどこに配置されて、嘱託職員さんはどこに配置されたのでしょう。  
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○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 常勤につきましては、若竹苑の方に配属いたしております。嘱

託につきましては、ポニーの学校が１名と、総務課が１名となっております。  

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 ありがとうございます。続けて、まず若竹苑のことについてお聞き

したいと思います。このごろは、向日が丘支援学校の生徒は、障がいの軽い人が多

くて、就労を希望する人が多いと聞いたことがあるんですけれども、その認識は間

違いないでしょうか。 

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。 

○石野功一乙訓若竹苑施設長  就労につきましては、とりあえず就労のところに、ま

ず行くということで聞いております。最初から継続Ｂにという、じゃなくて、とり

あえず就労にして、それでしんどくなった方については、また継続Ｂとかに来られ

るということで聞いております。  

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 最初から一般就労ということですか。  

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  その辺は、支援学校の方できちっとされておりまして、

ご家族さんの希望も、就労の方を希望、生活介護でというのが近いと思われる方で

も継続Ｂとか、継続Ｂがふさわしいかなと思われる方でも、とりあえず就労を考え

るという方向で考えてこられる。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 事務報告の１９ページに、若竹苑の就労継続Ｂ型事業の利用者につ

いて記載されています。定員が４０名なんですけれども、１日平均利用者は

２９.９人で、前年度より減ってきているということですけれども、これは何で減

ってきているのかというのを分析されておりますでしょうか。  

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  ２９年度につきましては、人は減ってないんですけど

も、ご病気とか、そういう方が増えておられまして、実際この年度に一回も来られ

なかった方も一人いらっしゃいます。そういう形で、ご病気とか入院とか、体の方

の都合でお休みされることが多いということでございます。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 わかりました。この年齢とか、在苑期間の状況を見させてもらった
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ら、若い人はほんまに少なくて、４０歳以上の人が、この中では６２％も占めては

るし、在苑期間も、１０年以上の人が７０％となっているので、本当に向日が丘支

援学校から来はる人はいてはらへんのやなって思って、そういう向日が丘の支援学

校の人は、こちらが生活介護かなと思う人でも、就労継続Ｂを選んで、就労継続Ｂ

ぐらいかなと思っても一般就労を選んではるから、ここには来はらへんということ

ですか。 

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  就労継続Ｂを希望される方もいらっしゃって、就労継

続Ｂに進まれているんですけれども、たまたま、この就労継続Ｂには来られてない

ということなんです。 

  今、就労継続Ｂの事業所で、定員はいっぱいというところが、そんなにいっぱい

あるわけじゃないので、今の状況としては、就労継続Ｂについては、この圏域では

選択できる状況ということで、例えば、この辺、地域に住まわれてて、近いところ

を選択されたりとか、そういう理由で、たまたま、うちへは来られてないという状

況でございます。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 わかりました。次、生活介護事業についてお聞きします。事務報告

の２２ページです。定員が６名なんですけれども、これは１日平均利用者は、前年

度と変わっていない、ほぼ全員が受けられているということなんですけども、在苑

期間が、皆さん１０年以上となってはるので、もっと卒業したての人とかは、なか

なか来られてへんのやなと思ったんですけども、この生活介護事業を受けられる方

の支援区分というのは、どれぐらいなのですか。  

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  現在のところは、５、６の方ばかりです。  

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 ありがとうございます。かなり重い方が、こういう生活介護事業を

受けてはるんやなというのは、わかりましたけれども、ここも、生活介護事業も、

これを見ると、１０年以上の人ばっかりなので、向日が丘支援学校からの人は、来

てはらへんのやなと思うんですけど、そういう要望とかは、入れてほしいとかいう

要望とかはないんですか。  

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  このところ、希望というのはたくさんあるんですけど
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も、定員がいっぱいということで、ここの生活介護には入れないという状況です。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 要望はあるけれども、ここの定員がそれでいっぱいだから入れない

状況になっているということですね。じゃあ、どこに行ってはるかは、そんなんわ

かりませんか。 

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  地域の生活介護事業所がいっぱいではないので、とに

かく空席があるところに入られているということで、支援学校から生活介護に進ま

れる方で、今のところ在宅になっておられる方というのはゼロということで聞いて

おります。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 ありがとうございます。それと、あと、日中一時支援事業について

お聞きします。 

  事務報告の２５ページに、日中一時支援事業が載っておりまして、実利用者は

５４人、年間の利用者も利用回数も利用時間も、平成２８年度と比較して減ってお

ります。 

  支援の内容としては一時的な見守りで、介護者の介護軽減とか、就労の援助とい

うふうなのが載ってるんですけども、先ほども、全員協議会の中でもお聞きしたん

ですけれども、親御さんが働いておられて、高等部を卒業したら、施設から、自分

が仕事終わって帰るまでに時間があるので、仕事をやめざるを得ない状況があると

いうことをお聞きしたので、ここのところの要望は強いと思うんです、もっと定員

を増やすとか、もっと人を入れてほしいという要望は強いと思うんですけれども、

その辺はどういうふうに考えておられますか。 

○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 先ほども、全協でお話しましたけれども、まず、日中一時支援

の受け皿が少ないということです。若竹苑と、あと、ひまわりさんの方でやってお

られますけれども、成人の、いわゆる支援学校を卒業された、１９歳以上の方です

ね、放課後デイは一応１８歳ですかね、そこから、施設を終えて、大体１６時前後

に施設が終わりますので、そこからの受け皿、特にご両親がお勤めであれば、

１８時、１９時ぐらいまでは迎えに来られないというような状況が、当然生じると

思うんですが、ただ、いかんせん、受け皿が少ない。 

  我々も最大限受けるという形をしておりますが、ただ、利用制限というのがあり
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ますので、お一人につき月に何十時間とかいう形で決まっておりますので、その辺

は行政の方で考えていただくことだと思うんですけれども。  

  あと、プラス、受け皿の問題があるのかなと。それと、正直言いまして、採算的

にはかなり低いタイプの事業ではあります。だからこそ、今、受け皿が少ないとい

うような要素もあるのかなというふうには、想像しております。  

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 親御さんのニーズは、かなりあると思うので、その受け皿が少ない

んですけれども、例えばここの乙福で、もうちょっと定員を増やすとか、それから、

月何十時間という利用制限があるんだったら、もうちょっと増やしていくように、

市町の方で考えていただくとかが、必要ではないかと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 ですから、うちが仮に定員を増やしても、利用制限がある以上

は、そこを考えて利用されますので、それ以上は延びないということですので、そ

こから先の話は、乙福というよりは二市一町のそれぞれでしていただくのがベター

な話なのかなというふうに思っております。  

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 よくわかりました。私たちは、これからそれぞれのところで、親が

働き続けるための支援として、そういう時間を増やしていただくように、また取り

組んで行きたいと思います。 

  介護認定事業なんですけれども、これも平成２９年度も増えてきて、変更件数が

１,０５４件、重度変更が９１５件、軽度変更が１３９件と増えてきてるんですね。

去年のこの決算の議事録を読ませていただいたら、そのときに、２割負担の影響で

軽度変更が増えてきているのは、この２割負担の影響で、このような件数になって

いると考えますというふうなことが書いてあったんですけれども、この平成２９年

度についても、こういう２割負担の影響で、こういう軽度変更が増えてきていると

いうふうに考えておられるのでしょうか。  

○前川 光議長 伊藤介護障害審査課長。  

○伊藤啓子介護障害審査課長 まず、重度変更、軽度変更についてのご説明を少しさ

せていただきます。こちらに書かせていただいております重度変更、軽度変更とい

うものは、１次判定、まず市町が１次判定を調査書と意見書をもとに出すんですが、

それをもとに２次判定を審査会の方でしております。  
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  その折に、出ていた１次判定を、２次判定の審査会で修正をした、出ていた１次

判定を重く出した場合は重度変更、１次判定を軽く出した場合を軽度変更というふ

うに、ここでは上げさせていただいております。  

  今、議員の方からご指摘いただきましたご質問に関しましては、変更申請のとこ

ろのお話かなというふうに理解させていただいたんですが、間違いはなかったでし

ょうか。 

  区分変更に関しましては、２９年度に関しましては、重度変更が７００件、軽度

変更が１１件というふうになっております。こちらの軽度変更、重度変更というの

が、今、お持ちの介護度より状態が悪くなられて、介護の手間が増えたので、重度

変更を求めて区分変更を出しますという件数が７００件です。軽度変更１１件とい

うのは、今の介護度よりちょっと状態がよくなって、介護者の方の介護の手間が減

ったということで、利用料の関係もございます。  

  そういった関係で、１１件の軽度変更の希望者が、申請者の方が出ておるという

ことで、その１１件に関しましては、年々増えてきているというような状況で、こ

れも介護保険制度がいろいろな方に浸透していっているのかなというふうに理解を

しております。 

○前川 光議長 住田議員。 

○住田初恵議員 以上です。 

○前川 光議長 ほか、ございますか。  

  辻議員。 

○辻 真理子議員 まず１点目なんですけれども、決算書の８ページにあります府の

支出金で、先ほど、虐待防止の件で、この補助金のこと、わかったんです。障がい

者相談支援ネットワークの補助金が２８年度よりも１００万円減ってると思うんで

すけれども、それについての原因というか、補助金が下がってるのは何でか、質問

します。 

○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 いわゆる相談支援ネットワーク事業補助金５００万円の減、従

来５００万円、京都府さんの方から、これは単費の事業ということでしております

けども、実際の仕事としましては、乙訓自立支援協議会の事務局の仕事を主にやら

せていただいて、経費の使途としては、ほとんどが人件費になっておりますけれど

も、専任でそれに当たっていただく方がおられますので。  

  ただ、京都府さんの方から、減らしていきたいと。端的に言いますと、補助金の
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削減というお話がありましたので、それでこういう形になっております。 

  ３０年度以降も、またちょっと段階的に減っていく可能性があるのかなというふ

うに思っております。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 自立支援協議会の方に、この人件費の方が回ってるというご説明

があったと思うんですけども、この事務報告を見させてもらっても、自立支援協議

会の方の部会が、結構細かくやっておられる部分もありまして、年々削減をしてく

るということはあるのかと思うんですけれども、その自立支援協議会の中で、人件

費が減らされているということに関しても、何らか、自立支援協議会の方からとか、

委員さんの方から、何らかの要望とかというのはあれば、お聞かせいただきたいの

ですけども。 

○前川 光議長 中川障がい者相談支援課長。 

○中川仁夫障がい者相談支援課長  協議会の委員さんの方から、人件費にとか、そう

いうところに関してのご意見、ご質問を頂戴したことはございません。  

  補助金は確かに減額にはなっておりますけれども、勤めております事務職員の方

が、そのまま、人件費が減額になったわけではございませんので、基本的には

２８年度と、人件費の方は同様とご理解いただけたらと思います。  

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 わかりました。実際にこの今回の事務報告とか、見せてもらいま

すと、相談支援部会とかが、これまでから、また回数が増えてたりとかするのかな

と思って見させてもらってますので、また細かい、今回、旧ポニーの学校跡地のこ

ととかのお話とかも、ここでたくさんされていますので、そういった活発な議論が

ここで行われているのが、乙訓のそういう福祉に還元されているんだろうなと思い

ますので、また、そこに関しては、乙福としても、この府からの補助金に関しては、

何らか要望していただきたいということをお願いしたいと思います。  

  別の件で、日中一時支援、先ほど住田議員の方からもあったんですけども、これ、

平成２９年度から、緊急枠を設けられて、実際に緊急利用が、利用者が３名で、延

べ利用回数が６回、利用時間が１８時間と報告が出てるんですけども、感覚的に意

外に少なかったなというのがあるんです。  

  実際、これ、１３歳からしか、ここの日中一時、若竹苑さんでは使えてないとい

うので、もし１３歳未満の方で、緊急で使いたいとか、そういうケースがあったか

どうか、教えてもらってよろしいでしょうか。  
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○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  １３歳未満の方の利用、うちの日中一時支援の方は中

学生からですので、小学生の方については、ちょっと来られないというか、使われ

てないということです。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 実際にこの緊急時枠でありますので、１３歳未満の方でも、日中

一時受けているところが、ひまわり園さんしかないということで、ひまわり園さん

の方が、緊急の枠というもの自体が、持っておられないので、そういったときに、

何らかの、親御さんが急に倒れたとかいうのが緊急事由に当たると思うんですけど

も、そういったことで、こちらの若竹苑さんの日中一時の方を利用したいとか、そ

ういう声があったかどうかというのは、把握されていたら教えていただきたいんで

すけど。 

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  特にそのような声は、うちのところに直接は聞いてご

ざいません。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 実際に緊急時になりますので、利用者数というのが３名というと

ころが、きっと各年度によって左右されてくるところはあると思うんですけども、

実際に先ほども、日中一時を使いたいというところで、でも支援時間数が少ない、

だから使えないということもあると思うんですけれども、使いたくても場所が２カ

所しかないということで、なかなか使えなくて断られるケースもあるのかなと思う

んですが、そこの実際に５枠に増やして、プラス１枠というところの緊急枠つくら

れてる中で、２９年度が１日平均当たりが、２８年度は４ .３人というところが、

２９年度は３.６人ということで、この減ってきてるというところでは、何か要因

といいますか、同じ日にどうしてもかぶってくることがあるのかなと思うんですけ

ど、その点、どういう形、何か分析されていたり、どうしても水曜日以降、水曜日

の早帰りのときに使われる人が多いとか、夏休みが多いとか、何かそういうのって

ありますか。 

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  この日中一時支援の方で、２９年度の平均利用者数が

減ったということにつきましては、原因は、はっきりとは、こちらの方は調査して

いるわけではないんですけども、ただ、使われている年齢を比べますと、１８歳未
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満の方の利用が減ってるんです。その方、どうされているのかなと思いましたら、

放課後デイサービスの方に、そちらの方を使われているのかなというのを、考えて

いるところです。ただ、それが必ずしもそうだということは、ちょっと、ですけど。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 わかりました。実際に放課後児童デイは結構、この近年増えてる

というところで、ある一定、利用される方がサービスを選べるという形になってる

ということで、減ってるということ、理解させてもらいます。  

  また別の件で、事務報告の３９ページの、障がい者相談支援の方の基幹相談なん

ですけども、これ、相談件数の方が上がってきてまして、これまた、このケースに

関しては、終結してるケースってありますかね。  

○前川 光議長 中川障がい者相談支援課長。 

○中川仁夫障がい者相談支援課長 終結しているケースもございます。ただ、終結の

形が転居でありますとか、それから、入所施設の方をご利用になられたとかいった、

そういう形で終結になっております。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 そしたら、基幹の方に来てる相談なので、対応がなかなか難しい

というか、いろんな基幹のサービスを使ったりとかということが、必要になってく

るケースが多いのかなと思うんですけども、継続して相談、入っておられるという

のが、この述べ相談となると思うんですけども、その動向っていかがでしょうか。  

○前川 光議長 中川障がい者相談支援課長。 

○中川仁夫障がい者相談支援課長  ケースの数とか、相談件数につきましては、年度

によってある程度上下はします。２９年度に関しましては、２８年度と比較しまし

て、ある特定のケースについて非常に集中的に会議が増えたということがございま

した。特に２９年度の年度末、１月から２月、３月のところが、少し数字が多くな

っていると思います。これにつきましては、一つのケースで非常に集中的に審議を

し、非常に集中的に対応したというふうにご理解いただけたらと思います。  

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 わかりました。緊急的にきっとその基幹での相談というのは、タ

イトな部分で緊急でやっておられたのかなというところで、把握させてもらいます。  

  もう１点なんですけれども、事務報告の４７ページなんですけど、先ほど、決算

書の方でも、作業療法士さんが、派遣元から派遣ができなくて減っているというご

説明があったんですが、こちらの４７ページの事務報告の方を見ると、相談事業の
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中に、作業療法士さんが２回、実施されてるんですけど、これは委託した作業療法

士さんなのか、また別の何かしらの手当でこれを実施されたのか、教えてもらって

よろしいでしょうか。 

○前川 光議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長  委託の方ができませんでしたので、急遽、ステッ

プセンターの方の地域療育等派遣事業の方をお願いいたしまして、そちらから作業

療法士さんを派遣していただくという、復活したというような形をとらせていただ

いております。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 そしたら、３０年度もこのような形で、作業療法士さん、入って

いると理解させてもらっていいですか。  

○前川 光議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長 同様に、地域療育等支援事業もお願いしておりま

すし、もう一つは、職員の方の研修としては、別にお願いできる作業療法士さんを

探して、研修をさせていただいております。年に１回、２回というような回数には

なるんですけれども、ケース検討等をさせていただきたいと思っておりますので、

そういう形で、３０年度についてはしております。  

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 実際に、このポニーの学校の方などで、保護者さんの方から、も

う少し作業療法士さん派遣してほしいとか、そういう声というのは上がってますで

しょうか。 

○前川 光議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長  現在のところ、直接うちの方には上がってはいな

いですけれども、皆さん、ほかの医療機関のＯＴさん、それから個人病院のクリニ

ックでＰＴ、ＯＴ、ＳＴがいらっしゃるところに、診察を受けに行かれて、主治医

になっていただいて、そこでＯＴの訓練を受けるというような形で、受けておられ

る方が、最近増えてきております。ですから、直接うちの方でということも、多分

あるんでしょうけども、声としては今のところ、そんなに上がってはいないです。  

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 わかりました。作業療法士さんとか、専門的な分野でかかわって

いただいていると、その利用されている子供さんとかの部分での作業療法って、す

ごく密接なかかわりがあると思いますし、昨年、私たちも視察に行ったときの場所
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のところでも、本当に作業療法士さん、どうやって確保するのかというのが課題だ

というお話をお聞きしてて、乙福の方でも、こういう作業療法士さんがなかなか、

派遣元の都合で派遣できてないということをお聞きすると、正直、人を確保するの

って難しいのかなと思うんですが、それで、１点お聞きしたいなと思ったのが、事

務報告書の１８ページに、実習とか見学の受け入れというところの、介護等体験で

あったり、社会福祉の現場の実習というところで、いろいろ実習生さんが来て、そ

こで学んで、またこういう乙福の中の、例えば若竹苑であったり、ポニーの学校を、

就職先にしたいなという、実習生さんて、すごい貴重な人材になってくるのかなと

思うんですが、それを見たときに、実習の受け入れは若干、思った以上に少ないな

というのが、私の感覚なんですけども、ここについては、若竹苑さんの方とかから、

実習生さんをもう少し受け入れるということが、声としていろんなところの学校か

らあったときに、可能かどうか、お聞かせいただいていいでしょうか。  

○前川 光議長 石野乙訓若竹苑施設長。  

○石野功一乙訓若竹苑施設長  実習につきましては、介護等体験の場合は、前期・後

期何人ぐらい受け入れられますかという調査票みたいになってまして、こちらで可

能な人数を出してもらって、送らせてもらっています。 

  それから、あと、その他の社会福祉士の実習につきましては、学校さんの方から、

専門学校であったり、大学であったりから依頼があったら、できるだけ受けるよう

にはしております。 

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 特にこういう若竹苑の施設であったり、ポニーの学校の施設とか

というのが、一つの場所にあるというのは、きっと実習生の人からしてみたら、い

ろんなところを体験できるという、すごいここの場所って人材を育成する場所にも

なってるのかなと思いまして、受け入れる側の方は、いろんなアセスメントをした

りというのが大変にはなるんですけども、きっと働いておられる職員さんも、自分

の日ごろの仕事のことであったりとか、あと、そういう実習生を通してのいろんな

また気づきとかが出てくると思いますので、もしももう少し受け入れが可能である

のであれば、次年度以降、ここで実習をしていただいて、なおかつ、ここでまた働

きたいなと思える、そういう場所になってほしいということを要望させていただき

ます。 

○前川 光議長 ほか、ございますか。  

  住田議員。 
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○住田初恵議員 児童発達支援事業についてなんですけれども、この前、レクチャー

のときに、利用児が増えてるし、火曜日午前、訪問の日だったんだけども、一クラ

ス設けて、もう月から金の枠はもういっぱいで増やせないこともお聞きしましたし、

土曜日の開設は検討してきたんだけれども、ほかの事業所も出てきたし、待機児は

出していないし、また新たにできる事業所があるので、土曜日の開設は、検討課題

にしている状況ですということもお聞きいたしました。  

  今度、児童発達支援センターを圏域でつくらなければいけなということにはなっ

てるんですけれども、長岡京市が出した共生型福祉施設構想の中には、そういう児

童発達支援センターを入れる構想とはなってるんだけれども、そこが完成するには

７、８年かかるということもお聞きしましたし、児童発達支援センターを、まずポ

ニーの学校でやっていくということに関しては、どんなふうな課題があるのでしょ

うか。 

○前川 光議長 藤本事務局長。 

○藤本正次事務局長 いわゆる正式な児童発達支援センターをつくるとなりますと、

例えば医師、看護師、あるいは給食、とか、つまりもう物理的に、この今の施設で

は無理です。 

  単に人が入ったら、それでできるということでは、もともとがその発達支援セン

ターというものを想定してつくっているのであれば可能かなという部分があります

が、ですから、児童発達支援センターがやろうとしている部分に、部分的なところ

だけを取り出してやるということは、ひょっとしたら可能かもわかりませんけど、

正式な発達支援センターというのを、このポニーの学校の中でやっていくというの

は、基本的に難しい、ほぼ無理だと思います。 

○前川 光議長 よろしいですか。 

  質疑も尽きたようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。  

  まず、反対討論を求めます。  

（「なし」の声あり） 

  次に、賛成討論を求めます。  

（「なし」の声あり） 

  ご意見もないようですので、討論を終結いたします。  

  これより採決に入ります。  

  第５号議案について、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。  
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（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、第５号議案は原案のとおり認定することに決しま

した。 

  次に、日程６、第６号議案 平成３０年度乙訓福祉施設事務組合一般会計補正予

算（第１号）を議題とします。  

  提案理由を求めます。 

  安田管理者。 

○安田 守管理者 ただいま議題となりました第６号議案 平成３０年度乙訓福祉施

設事務組合一般会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。  

  今回の補正予算につきましては、現在使用しております障害支援区分認定システ

ムが、平成３１年３月で再リースを含めたリース期間が終了することに伴い、今後

の法改正等にスムーズに準拠した認定を行うため、平成３１年度から新たなシステ

ムの導入を検討しているものでございます。  

  ただし、システムの移行には一定の準備期間が必要なため、平成３０年度の補正

として、限度額３ ,０４１万１ ,０００円、リース期間を平成３１年度から平成

３５年度の契約で、債務負担行為を計上しようとするものでございます。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。  

○前川 光議長 それでは、これより質疑に入ります。  

  ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  

  これより討論に入ります。  

  まず、反対討論を求めます。  

（「なし」の声あり） 

  次に、賛成討論を求めます。  

（「なし」の声あり） 

  ご意見もないようですので、討論を終結いたします。  

  これより採決に入ります。  

  第６号議案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、第６号議案は原案のとおり可決することに決しま

した。 
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  以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。  

  これにて会議を閉じたいと思いますが、来る１０月２１日に、大山崎町議会議員

選挙がございます。再びこの議会にお見えになられることもあろうかと思いますが、

ここで区切りのご挨拶をいただきたいと存じます。  

  北村議員。 

○北村吉史議員 この２年間、本当にいろいろとありがとうございました。  

  地元に帰りまして、乙福での経験を生かして頑張りたいと思います。今後ともよ

ろしくお願いします。 

  ありがとうございました。  

○前川 光議長 辻議員。 

○辻 真理子議員 ４年間お世話になりました。ありがとうございます。  

  この間４年間、コミュニケーション支援であったりとか、あと、医療的ケアが必

要な方の療育であったり、放課後児童デイができたりとか、これまで乙訓で住まわ

れてた方が、希望されてたものが、少しずつではありますが、着実にできてるんだ

なということを思ったときに、一つできれば、新たなまた必要なものが増えてくる

のかなと思いますので、また私も地元に帰っていろんな皆さんの声を聞いて、また

届ければと思いますが、ひとまずお世話になりました。ありがとうございます。  

○前川 光議長 最後に、私からですけど、２年、ありがとうございました。  

  ただいま、３人の議員からご挨拶申し上げましたが、大山崎町では、同時に町長

選挙が実施されます。 

  ついては、山本副管理者から発言の申し出がございますので、これを許可いたし

まして、ご挨拶をお願い申し上げます。 

  山本副管理者。 

○山本圭一管理者 ただいま、議長の発言のお許しが出ましたので、貴重なお時間を

頂戴いたしまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。 

  私もこの４年間、副管理者として務めさせていただきました。この乙訓福祉施設

事務組合、利用者のサービスの向上、また、この乙訓二市一町の福祉の向上のため

に努められましたのも、本当に議員各位、皆様方のご協力、ご支援、ご鞭撻の賜物

だというふうに、感謝、お礼を申し上げたいと思います。  

  今後も、この乙訓二市一町、またこの乙福、課題は尽きないとは思いますけれど

も、この乙福の発展、また二市一町の発展のために、私も、帰ってこられるかどう

かわからないですけども、発展を祈念いたしまして、簡単でありますけれども挨拶
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とさせていただきます。 

  本当にお世話になり、ありがとうございました。  

○前川 光議長 それでは、これをもちまして平成３０年乙訓福祉施設事務組合議会

第３回定例会を閉会いたします。  

  ご苦労さまでございました。  

（閉会 午前１０時５８分） 
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